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催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。

鶴岡市職員採用試験【令和９年４月１日採用予定】

■■問本所職員課☎35‐1159

■試験日時・会場・申込み▲

１次試験　６月12日○金～23日○火
　�全国の試験会場（テストセンター）でオンライン受験▲

�２次試験
　�１次試験に合格した方を対象に７月中旬に実施予定▲

�３次試験
　�２次試験に合格した方を対象に８月上旬に実施予定

▲

申込み
・�試験案内は市HP「人事・職員採用」
　に掲載しています
・�申込みは５月１日○金～６月５日○金
　に市HP「電子申請」からの手続き
　を原則とします。電子申請ができ
　ない場合はご相談ください

募集職種 対象年齢・資格

上級行政・上級土木
上級建築・上級電気 平成４年４月２日～17年４月１日に生まれた方

上級行政（障害者対象）
平成４年４月２日～17年４月１日に生まれ、試験申込日及び試験日当日に有
効である障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）
を持っている方

保健師 平成４年４月２日以降に生まれ、保健師免許を取得している、または令和９
年４月末までに取得見込みである方

ＵＩＪターン枠
（社会人経験者）

上級土木
昭和41年４月２日～平成17年４月１日に生まれ、各職種で①～④全ての要件
を満たす方
①�上級土木…技術士、技術士補、土木施工管理技士またはRCCM（シビルコン
サルティングマネージャー）の有資格者　上級建築…建築士または建築施工
管理技士の有資格者　上級電気…電気主任技術者または電気施工管理技士の
有資格者
②�庄内地域（鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町）以外に本社・本庁を
置く民間企業・公的機関等で設計業務、施工管理等の経験がある
③�申込み期限の６月５日時点で、庄内地域以外に在住している
④採用後、鶴岡市内に定住する意向がある

上級建築

上級電気

■■問本所観光物産課☎35‐1301

東北エプソンアクアリウムかもすい（加茂水族館） 

周辺道路の渋滞緩和にご協力ください

　ゴールデンウィーク期間中は、同館周辺の道路が混雑するこ
とが予想されます。この道路は、加茂地区など周辺にお住まい
の皆さんの生活を支える大切な道路です。
　渋滞緩和のため、ご協力をお願いします。

●�同館HPでは、開館時間や混雑予想を公開し
　ています。当日の混雑状況も確認できます。
　お出掛け前にご確認ください。
●混雑状況により、入場者数の調整を行う場合があります。

公式ホームページで混雑予想を確認

鶴岡市の職員として一緒に働く方を募集します。今回募集する職種は以下のとおりです。

市HP

電子申請
サービス

海岸沿いの県道が一部通行止めになっています

由良から海岸
沿いに入らず、
西目にうかい

通行止め区間

水族館うかい路：

西目
由良

油戸 菱津

加茂

７

112

混雑する時期を避けてご来館ください
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地元に回帰する若者の奨学金返済を支援します

　奨学金などを利用して大学等に進学し、現在在学中または県外に居住してい
る市内出身者等が、今後市内に居住・就業した場合に、鶴岡市と山形県が連携
して奨学金の返済を支援します。市と県にそれぞれ申込みが必要です。

【募集期間：５月18日○月～６月30日○火】

大学等の�
在学中に応募

卒業後、13か月以内
に、市内（県内）に
居住・就業

市内（県内）に
居住・就業してから

３年経過

支援金給付（10年間）市

貸付機関に返還県

■支援までの流れ（県の事業に市が上乗せして支援します）

〇

支援額（県と市の合計額）
　在学期間に借り入れた奨学金相当額（上限：４万2,000円×12か月×正規の修学年数）
　※なるべく１年次からお申込みください。

■■申本所政策企画課☎35‐1184

翌年10月30日までに
市内に居住・就業

市内に
居住・就業してから

３年経過

支援金給付（10年間）市

貸付機関に返還県〇

支援額（県と市の合計額）
　在学期間に借り入れた奨学金の返済残額相当額（上限：４万2,000円×12か月×正規の修学年数）

　　学生応募枠　　　やまがた若者定着枠

　　社会人応募枠　　　Uターン促進枠

市 県

市 県

■対象 ①奨学金等を利用して大学等に進学し、現在在学中の鶴岡市出身者等
②奨学金等を利用して大学等に進学し、現在県外に居住している鶴岡市出身者等

【募集期間：５月18日○月～８月31日○月】

制度や申込み方法
などはこちらから

鶴岡に戻る前
に申請

春は熊の出没が増加します。早朝・夕方は特に注意！
■■問本所鳥獣害安全対策室☎25‐2111または各地域庁舎産業建設課へ

熊を目撃したら下記に連絡を
〇本所鳥獣害安全対策室または各地域庁舎産業建設課へ
〇鶴岡警察署☎28‐0110

熊に遭遇しないために

　春先は、冬眠から目覚めた熊が餌を求め人里にも出没する可能性が高くなります。例年、熊の目撃情報は、
早朝と夕方に多く寄せられています。熊との遭遇を避け安全に暮らすために、次のことに注意しましょう。

熊に遭遇した場合は

●山林や山際の農地には２人以上で出掛け、人の存
　在を熊に知らせるために、鈴・笛・ラジオなど、
　音の出るものを携帯してください。

●生ごみは、熊の餌になります。山林や農地への放
　置は絶対にしないでください。
●熊は河川敷などの緑地に隠れながら移動します。　
　河川敷での散歩やランニングは注意してください。

●万一、熊に出会ったら、背を向けずに、落ち着い　
　てゆっくり、静かに後退してください。
●子熊を見掛けたら、近くで母熊が警戒していると
　思ってください。周囲に注意しながら、できるだ
　け早く遠ざかりましょう。
●市街地で遠目に熊を見掛けた場合は、
　走らずに落ち着いて距離を取ってくだ
　さい。電柱を抱えるようにすると、万
　一急接近されても、前足による攻撃を
　防ぐことができます。
●襲われそうになったら、被害を最小
　限にとどめられるよう、両腕で頭部
　・首を覆って地面に伏せましょう。
●近距離では、熊よけスプレーも効果があります。

ラジオ鈴 熊よけス
プレー

笛
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券
を
交
付
（
年
６
枚
ま
で
）　

■■申
各
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
本
所
地
域
包
括
ケ
ア
推

進
課
☎
35
‐
１
２
７
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎

地
域
づ
く
り
推
進
課
へ

高
齢
者
・
障
害
者
住
宅
整
備
資

金
の
利
子
を
補
給
し
ま
す

　

高
齢
者
や
障
害
者
の
専
用
居
室
等
の
増
築

や
修
繕
な
ど
を
す
る
際
、
市
内
の
指
定
金
融

機
関
（
漁
協
・
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）
か

ら
融
資
を
受
け
た
場
合
、
利
子
の
全
部
ま
た

は
一
部
を
補
給
し
ま
す
。

■■対
①
60
歳
以
上
の
方　

②
身
体
障
害
者
手
帳

１
級
～
４
級
所
持
者　

③
療
育
手
帳
Ａ
所
持

者　

④
上
記
①
～
③
の
い
ず
れ
か
と
同
居
し

て
い
る
方　

■■
利
子
補
給
対
象
額　

３
０
０

万
円
以
内　

■■
利
率　

２
・
３
％
（
変
動
あ

り
）　

■■
返
済
方
法　

10
年
以
内
で
元
利
均

等
ま
た
は
元
金
均
等
の
月
賦
償
還　

■■申
▽
高

齢
者
…
本
所
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課
☎
35
‐

１
２
７
４　

▽
障
害
者
…
本
所
福
祉
課
☎
35

‐
１
２
７
３　

▽
共
通
…
各
地
域
庁
舎
地
域

づ
く
り
推
進
課　

■■他
申
請
者
と
生
計
を
別
に

す
る
連
帯
保
証
人
１
人
が
必
要
。
補
給
の
可

否
は
審
査
の
上
決
定

特
別
障
害
者
手
当
と
障
害
児
福

祉
手
当
を
支
給
し
ま
す

▼
特
別
障
害
者
手
当　

■■対
20
歳
以
上
で
、
国

民
年
金
障
害
基
礎
年
金
１
級
程
度
の
障
害
が

重
複
す
る
な
ど
の
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常

生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方　

■■
給
付
月
額　

３
万
４
５
０
円

▼
障
害
児
福
祉
手
当　

■■対
20
歳
未
満
で
、
重

課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
25
‐
２
７
３
１
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ　

■■他

生
活
保
護
・
市
民
税
非
課
税
世
帯

の
方
に
減
免
制
度
あ
り
（
要
事
前

申
請
）

40
歳
総
合
健
診
の
お
知
ら
せ

■■日
10
月
27
日
○火
、
11
月
５
日
○木　

■■場
荘
内
地

区
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー　

■■対
本
市
に
住
民
登

録
が
あ
り
、
職
場
等
で
健
診
機
会
の
な
い
昭

和
61
年
４
月
２
日
～
62
年
４
月
１
日
生
ま
れ

の
方
各
日
先
着
35
人　

■■内
特
定
健
診
、
各
種

が
ん
検
診
、
歯
周
疾
患
検
診
、
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
検
診
等　

■■申
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎

25
‐
２
７
３
１
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ

く
り
推
進
課
へ　

■■他
生
活
保
護
・
市
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
に
減
免
制
度
あ
り

（
要
事
前
申
請
）

困
り
ご
と
な
ど
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い�

民
生
委
員
・
児
童
委
員
委
嘱
の
お
知
ら
せ

　

次
の
方
が
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

▽
第
６
学
区
…
水
野
清
（
み
ど
り
町
２
区
）

▽
藤
島
地
域
…
庄
司
京
子
（
三
和
・
須
走
）　

■■問
本
所
福
祉
課
☎
35
‐
１
２
５
２

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
の�

費
用
を
助
成
し
ま
す

　

自
宅
で
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際

に
、
そ
の
出
張
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

■■対
病
気
等
で
理
容
所
や
美
容
院
に
行
く
こ
と

が
困
難
な
、
要
介
護
３
以
上
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方　

■■内
１
回
１
、
０
０
０
円
の
助
成

子
育
て
・
教
育

度
の
障
害
状
態
に
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
で

常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方　

■■
給
付
月

額　

１
万
６
、
５
６
０
円

▼
共
通　

■■対
障
害
は
視
覚
・
聴
覚
・
肢
体
・

心
臓
・
腎
臓
・
精
神
等
（
施
設
入
所
、
入
院

中
の
方
を
除
く
）　

■■問
本
所
福
祉
課
☎
35
‐

１
２
７
３
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り

推
進
課
へ　

■■他
要
診
断
書

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
証
の�

更
新
時
期
で
す

　

同
医
療
証
を
お
持
ち
の
方
に
、
更
新
用
の

申
請
書
類
を
5
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、

５
月
28
日
○木
ま
で
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
手
続
き
が
遅
れ
る
と
、
医
療
証
を
継
続

し
て
使
用
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

前
年
度
ま
で
非
該
当
だ
っ
た
方
な
ど
、
新

た
に
医
療
証
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
・
資
格
確
認
書
の
内

い
ず
れ
か
１
点
、
印
鑑
、
本
人
確
認
書
類
を

お
持
ち
の
上
、
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー�

ま
か
せ
て
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
は
、

子
育
て
の
援
助
を
受
け
た
い
方
（
お
ね
が
い

会
員
）
と
援
助
を
し
た
い
方
（
ま
か
せ
て
会

員
）、そ
の
両
方
を
兼
ね
る
方
（
両
方
会
員
）

が
と
も
に
支
え
合
う
組
織
で
す
。
現
在
、
ま

平
日
は
時
間
が
取
れ
な
い
方
等
に�

日
曜
日
が
ん
検
診

■■日
６
月
21
日
○日　

■■
受
付　

午
前
７
時
30
分

～
９
時　

■■場
荘
内
地
区
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー　

■■対
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
職
場
で
が
ん

検
診
が
な
い
40
歳
以
上
の
方
先
着
30
人
（
乳

が
ん
検
診
は
40
歳
以
上
で
今
年
度
偶
数
年
齢

に
な
る
女
性
）　

■■内
・
■■費
胃
が
ん
…
１
、
１

０
０
円　

大
腸
が
ん
…
５
０
０
円　

肺
が
ん

…
２
０
０
円　

乳
が
ん
…
１
、
２
０
０
円

■■申
５
月
29
日
○金
ま
で
健
康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）

☎
25
‐
２
７
３
１
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域

づ
く
り
推
進
課
へ　

■■他
生
活
保
護
・
市
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
に
減
免
制
度
あ
り
（
要
事

前
申
請
）　　
　
　
　
　
　
　
　

40
歳
未
満
の
方
へ�

さ
わ
や
か
健
診
で
健
康
チ
ェ
ッ
ク

▼
レ
デ
ィ
ー
ス
健
診　

■■日
①
10
月
５
日
○月

②
13
日
○火　

③
19
日
○月　

■■時
①
③
午
前
９
時
、

午
後
１
時
30
分　

②
午
後
１
時
30
分　

■■他
託

児
あ
り
（
②
③
の
午
後
１
時
30
分
の
み
〈
■■申

５
月
８
日
○金
か
ら
〉）

▼
メ
ン
ズ
健
診　

■■日
11
月
２
日
○月
午
後
１
時

30
分
・
９
日
○月
午
前
９
時
、
午
後
１
時
30
分　

▼
共
通　

■■場
に
こ
♥

ふ
る　

■■対
本
市
に
住
民

登
録
が
あ
り
、
職
場
等
で
健
診
機
会
の
な
い

昭
和
62
年
４
月
１
日
以
降
生
ま
れ
の
方　

■■内

一
般
健
康
診
査
、
保
健
指
導　

■■費
１
、
６
０

０
円　

■■申
６
月
26
日
○金
ま
で
HP
ま
た
は
健
康

健
康
・
福
祉
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年
金
・
税

場
合
あ
り
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
た
コ
ン
ビ
ニ
交
付
は
６
月
10
日
○水
か
ら

令
和
８
年
度
市
・
県
民
税
納
税

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

▼
給
与
か
ら
の
差
引
き
（
特
別
徴
収
）
の
方　

５
月
15
日
○金
に
各
事
業
所
に
発
送
。
各
個
人

に
は
各
事
業
所
が
配
付
し
ま
す

▼
そ
れ
以
外
の
方　

６
月
10
日
○水
に
各
個
人

に
郵
送
し
ま
す　

▼
共
通　

■■問
本
所
課
税
課
☎
35
‐
１
１
６
９

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？�

国
民
健
康
保
険（
国
保
）の
手
続
き

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
健
康
保
険
証
利

用
登
録
を
し
た
方
を
含
め
、
国
保
の
加
入
・

脱
退
な
ど
の
手
続
き
は
各
自
で
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
次
に
該
当
す
る
方
は
、
忘
れ
ず

に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
無
保
険
の
方
は
い
ま
せ
ん
か　

次
の
方
以

外
は
、
原
則
と
し
て
国
保
に
加
入
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん　

①
会
社
等
の
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
方
と
そ
の
扶
養
家
族　

②
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方

③
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

▼
二
重
加
入
し
て
い
る
方
は
い
ま
せ
ん
か

国
保
に
加
入
し
て
い
た
方
が
会
社
等
に
勤
め

る
こ
と
に
な
っ
た
り
、
勤
め
て
い
る
方
の
扶

養
に
な
っ
た
り
し
て
、
新
た
に
健
康
保
険
に

加
入
し
た
場
合
は
、
国
保
の
喪
失
届
が
必
要

で
す
。
届
出
を
し
な
い
と
、
他
の
健
康
保
険

料
と
国
保
税
を
二
重
に
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

▼
適
正
な
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
か　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
で
、
国
保
以
外
の

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
家
族
の
扶
養
に

な
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
健
康

保
険
の
切
替
え
が
で
き
ま
す
。
家
族
が
勤
め

て
い
る
会
社
等
に
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か

確
認
し
、
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い

■■問
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１
２
９
２
ま
た

は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ

全
て
の
事
業
所
・
企
業
が
対
象
で
す　

経
済
セ
ン
サ
ス-

活
動
調
査

▼
４
月
に
調
査
書
類
が
送
付
さ
れ
た
事
業
所　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
回
答
が
確
認
で
き
な

か
っ
た
事
業
所
に
対
し
、
５
月
中
に
調
査
員

が
訪
問
し
、
書
類
を
配
布
し
ま
す
。

▼
調
査
書
類
が
届
い
て
い
な
い
事
業
所　

順

次
書
類
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
調
査
員
が
訪
問

す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

■■問
本
所
政
策
企
画
課
☎
26
‐
１
６

４
５　家

庭
や
事
業
所
等
へ
の
再
生
可
能
エ�

ネ
ル
ギ
ー
設
備
導
入
を
支
援
し
ま
す

■■
対
象
の
設
備
・
補
助
額　

太
陽
光
発
電
設

備
…
１
ｋ
Ｗ
当
た
り
１
万
５
、
０
０
０
円

（
上
限
12
万
円
）　

木
質
バ
イ
オ
マ
ス
ス
ト

ー
ブ
…
３
分
の
１
（
上
限
10
万
円
）　

同
ボ

イ
ラ
ー
…
10
分
の
１
（
上
限
20
万
円
）　

太

陽
熱
利
用
装
置
…
10
分
の
１（
上
限
２
万
５
、

０
０
０
円
）　

地
中
熱
利
用
装
置
…
10
分
の

１
（
上
限
10
万
円
）　

■■申
本
所
環
境
政
策
課

（
車
検
）
時
の
納
税
証
明
書
の
提
示
が
省
略

可
能
と
な
っ
た
た
め
、
納
税
証
明
書
は
送
付

し
ま
せ
ん　

▽
身
体
障
害
者
等
の
減
免
は
、

納
税
通
知
書
が
届
い
て
か
ら
、
６
月
１
日
○月

ま
で
同
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
（
今
ま
で

減
免
を
受
け
て
い
た
方
は
、
車
が
変
わ
る
な

ど
し
な
け
れ
ば
改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
公
益
減
免
は
毎
年
申

請
が
必
要
で
す
）

令
和
８
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計�

画
税
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

■■
発
送
日　

５
月
８
日
○金　

■■対
今
年
１
月
１

日
現
在
の
登
記
簿
や
固
定
資
産
課
税
台
帳
に

土
地
や
家
屋
等
の
所
有
者
と
し
て
登
載
さ
れ

て
い
る
方　

■■
納
期
限　

第
１
期
…
６
月
１

日
○月　

第
２
期
…
７
月
31
日
○金　

第
３
期
…

来
年
１
月
４
日
○月　

第
４
期
…
３
月
１
日
○月

■■問
本
所
課
税
課
☎
35
‐
１
１
７
８　

■■他
納
税

通
知
書
に
土
地
・
家
屋
の
一
筆
・
一
棟
ご
と

の
「
課
税
明
細
書
」
を
添
付
し
て
い
ま
す
。

必
ず
課
税
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

令
和
７
年
分
の
所
得
・
課
税
証
明
書�

（
非
課
税
証
明
書
）
を
発
行
し
ま
す

▼
給
与
か
ら
の
差
引
き
（
特
別
徴
収
）
の
み

の
方　

５
月
15
日
○金
か
ら
発
行

▼
そ
れ
以
外
の
方　

６
月
10
日
○水
か
ら
発
行

▼
共
通　

■■持
本
人
確
認
が
で
き
る
証
明
書
類

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
）　

■■申
本
所
市
民

課
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課

へ　

■■問
本
所
課
税
課
☎
35
‐
１
１
６
９　

■■他

申
告
が
済
ん
で
い
な
い
と
、
所
得
・
課
税
証

明
書
（
非
課
税
証
明
書
）
を
発
行
で
き
な
い

か
せ
て
会
員
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
子
供
の

預
か
り
や
送
迎
な
ど
を
、
で
き
る
範
囲
で
お

手
伝
い
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

■■申
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
内
「
フ

ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ

ー
」
事
務
局
☎
25
‐
２
７
４
１

国
民
年
金
保
険
料
の�

学
生
納
付
特
例
制
度

　

国
民
年
金
に
加
入
し
て
い
て
、
前
年
の
所

得
が
一
定
額
以
下
等
の
学
生
は
、
住
民
登
録

が
あ
る
市
区
町
村
で
手
続
き
を
す
る
と
、
在

学
中
の
保
険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
（
猶

予
さ
れ
た
保
険
料
は
10
年
以
内
に
追
納
可
）。　
　

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
電
子
申
請
が
で
き
ま
す
。

■■持
基
礎
年
金
番
号
を
確
認
で
き
る
も
の
、
学

生
証
の
写
し
等　

■■問
鶴
岡
年
金
事
務
所
☎
23

‐
５
０
４
０
、
本
所
国
保
年
金
課
☎
35
‐
１

２
９
４
ま
た
は
各
地
域
庁
舎
地
域

づ
く
り
推
進
課
へ

令
和
８
年
度
軽
自
動
車
税
納
税

通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

■■
発
送
日　

５
月
８
日
○金　

■■対
４
月
１
日
現

在
で
軽
自
動
車
（
バ
イ
ク
や
乗
用
の
農
機
具

等
を
含
む
）
を
所
有
し
て
い
る
方　

■■
納
期

限　

６
月
１
日
○月
（
１
年
分
を
１
回
で
納
付
。

４
月
２
日
以
降
に
廃
車
や
名
義
変
更
を
し
て

も
令
和
８
年
度
分
全
額
を
納
付
）　

■■問
本
所

課
税
課
☎
35
‐
１
１
７
６　

■■他
▽
継
続
検
査

生
活
・
そ
の
他
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☎
26
‐
０
１
３
９　

■■他
既
存
設
備
の
更
新
や

全
量
売
電
等
は
対
象
外
。
募
集
期

間
中
に
終
了
す
る
場
合
あ
り

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
防
除
説

明
会
を
開
催
し
ま
す

■■日
５
月
12
日
○火
午
後
６
時
30
分　

■■場
に
こ
♥

ふ
る　

■■対
町
内
会
、
自
治
会　　

■■内
有
効
な
防

除
方
法
と
薬
剤
散
布
の
注
意
点
の
説
明
、
噴

霧
機
械
貸
出
し
申
込
み
の
受
付
順
番
を
決
め

る
抽
せ
ん　　

■■問
本
所
環
境
政
策
課
☎
26
‐
０

１
３
９

ク
リ
ー
ン
作
戦
を
実
施
し
ま
せ

ん
か

　

市
で
は
、
ク
リ
ー
ン
作
戦
を
実
施
す
る
団

体
に
専
用
の
ご
み
袋
を
提
供
し
、
拾
っ
た
ご

み
を
収
集
・
処
分
し
て
い
ま
す
。
実
施
す
る

際
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

個
人
で
ご
み
拾
い
を
し
た
場
合
、
も
え
る

ご
み
は
も
や
す
ご
み
の
袋
に
、
も
え
な
い
ご

み
は
金
属
・
そ
の
他
の
ご
み
袋
に
入
れ
て
ご

み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■■問
環
境
政
策
課
（
つ
る
お
か
エ
コ
フ
ァ
イ
ア

内
）
☎
22
‐
２
８
４
８
ま
た
は
各

地
域
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ

５
月
と
10
月
は
不
法
投
棄
及
び�

海
岸
漂
着
ご
み
削
減
強
化
月
間

　

不
法
投
棄
防
止
及
び
海
岸
漂
着
ご
み
の
削

減
を
図
る
た
め
、
監
視
や
啓
発
活
動
を
集
中

的
に
実
施
し
ま
す
。

▽
海
岸
に
流
れ
着
い
た
ご
み
の
約
８
割
は
陸

か
ら
来
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ご
み

の
ポ
イ
捨
て
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う

▽
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を
き
れ
い
に
管
理
し

ま
し
ょ
う
。
飛
散
防
止
の
た
め
、
希
望
す
る

町
内
会
等
に
防
鳥
ネ
ッ
ト
（
幅
２
ｍ
）
を
無

償
で
提
供
し
て
い
ま
す

▼
５
月
30
日
は
ご
み
ゼ
ロ
の
日
「
鶴
岡
ご
み

ゼ
ロ
大
作
戦
」　

■■日
５
月
29
日
○金
午
前
９
時

45
分　

■■場
由
良
海
水
浴
場　

■■持
軍

手
等　

■■申
５
月
18
日
○月
ま
で

▼
共
通　

■■問
環
境
政
策
課
☎
22
‐
２
８
４
８

土
砂
災
害
警
戒
区
域
合
同
点
検

に
ご
協
力
を

　

土
砂
災
害
に
よ
る
被
害
の
未
然
防
止
を
図

る
た
め
、
市
・
県
・
消
防
・
警
察
等
関
係
機

関
が
合
同
点
検
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
調
査

時
は
敷
地
内
に
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
全
国
一
斉
情
報

伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　

地
震
・
津
波
な
ど
の
災
害
が
発
生
し
た
場

合
、
そ
の
緊
急
情
報
は
、
全
国
瞬
時
警
報
シ

ス
テ
ム
（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
）
に
よ
っ
て
、
瞬
時

に
国
か
ら
市
町
村
に
伝
え
ら
れ
、
住
民
の
皆

さ
ん
に
伝
達
さ
れ
ま
す
。

　

訓
練
当
日
は
、
防
災
行
政
無
線
で
の
試
験

放
送
が
行
わ
れ
ま
す
の
で
、
災
害
等
と
間
違

え
な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

■■日
６
月
３
日
○水
午
前
11
時
頃　

■■
放
送
内
容

チ
ャ
イ
ム
音
→
「
こ
れ
は
、
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

テ
ス
ト
で
す
」
３
回
→
「
こ
ち
ら
は
、
防
災

つ
る
お
か
で
す
」
→
チ
ャ
イ
ム
音　

■■問
本
所

防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

大
切
な
生
命
や
財
産
を
守
り
ま
し
ょ
う�

５
月
は
「
水
防
月
間
」
で
す

　

も
し
も
の
と
き
に
備
え
、
日
頃
か
ら
の
心

構
え
が
重
要
で
す
。
次
の
よ
う
な
確
認
や
準

備
を
し
て
水
害
に
備
え
て
く
だ
さ
い
。

▽
気
象
情
報
に
注
意　

▽
避
難
所
・
避
難
路

を
確
認　

▽
非
常
持
出
品
を
準
備

　

ま
た
、
農
業
用
水
の
通
水
が
始
ま
り
、
水

か
さ
が
増
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
近
年
、
想

定
を
上
回
る
豪
雨
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
な

い
規
模
の
水
害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　

水
難
事
故
に
遭
わ
な
い
よ
う
心
掛
け
る
と

と
も
に
、
危
険
な
場
所
で
遊
ん
で
い
る
子
供

を
見
掛
け
た
ら
注
意
す
る
な
ど
、
地
域
ぐ
る

み
で
水
の
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。

　

市
HP
で
も
気
象
情
報
等
を
確
認
で
き
ま
す
。

■■問
本
所
防
災
安
全
課
☎
35
‐
１
２
０
４

狩
猟
関
係
の
講
習
会

▼
初
心
者
向
け
狩
猟
免
許
講
習
会　

■■日
６
月

６
日
○土　

■■場
庄
内
総
合
支
庁
（
三
川
町
）

■■費
７
、
０
０
０
円
か
ら　

■■申
５
月
27
日
○水
ま

で
山
形
県
猟
友
会
☎
０
２
３
‐
６

６
５
‐
０
３
８
２
へ

▼
猟
銃
等
初
心
者
講
習
会（
猟
銃
等
の
所
持
）

■■日
６
月
17
日
○水　

■■対
猟
銃
等
の
所
持
の
許
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
方　　

■■費
６
、
９
０
０
円

■■場
・
■■申
５
月
15
日
○金
か
ら
鶴
岡
警

察
署
☎
28
‐
０
１
１
０
へ　

▼
共
通　

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐

１
２
９
８

森
林
の
土
地
を
取
得
し
た
と
き

は
届
出
が
必
要
で
す

　

個
人
・
法
人
に
か
か
わ
ら
ず
、
売
買
契
約
、

相
続
、
贈
与
、
法
人
の
合
併
等
で
森
林
（
登

記
上
の
地
目
に
か
か
わ
ら
ず
都
道
府
県
が
作

成
す
る
地
域
森
林
計
画
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
森
林
）
の
土
地
を
新
た
に
取
得
し
た
場
合

は
、
森
林
の
土
地
の
所
有
者
届
出
が
必
要
で

す
（
国
土
利
用
計
画
法
に
基
づ
く
土
地
売
買

契
約
の
届
出
を
し
た
場
合
は
不
要
）。
面
積

の
基
準
は
な
く
全
て
の
取
得
が
対
象
で
す
。

■■問
本
所
農
山
漁
村
振
興
課
☎
35
‐
０
１
４
５

ま
た
は
各
地
域
庁
舎
産
業
建
設
課
へ

飼
い
主
が
い
な
い
猫
の
不
妊
去

勢
手
術
費
用
を
補
助
し
ま
す

■■対
市
内
に
生
息
す
る
飼
い
主
の
い
な
い
猫

■■
補
助
金
額
　
メ
ス
１
頭
…
１
万
４
、
０
０

０
円　

オ
ス
１
頭
…
７
、
０
０
０
円　

■■申
健

康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
35
‐
０
１
４
６

■■他
補
助
金
交
付
決
定
前
の
手
術
は

補
助
対
象
外
。
市
HP

な
く
そ
う
！
望
ま
な
い
受
動
喫
煙

　

５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー
、
５
月
31
日

～
６
月
６
日
は
禁
煙
週
間
で
す
。
飲
食
店
、

事
業
所
、
自
治
会
公
民
館
な
ど
の
多
く
の
施

設
は
、
原
則
「
屋
内
禁
煙
」
で
す
。
受
動
喫

煙
を
防
ぐ
た
め
の
取
り
組
み
が
地
域
で
広
が

っ
て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■■問
庄
内
保
健
所
☎
66
‐
５
４
７
６
ま
た
は
健
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☎
57
‐
２
１
１
３　

▽
５
日
○金
午
前
10
時
～

午
後
３
時
…
山
形
地
方
法
務
局
鶴
岡
支
局
・

本
所
市
民
課
☎
35
‐
１
１
９
４　

▽
８
日
○月

午
後
１
時
～
４
時
…
羽
黒
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
・
羽
黒
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
26
‐

８
７
７
３　

■■内
夫
婦
・
家
族
間
の
い
ざ
こ
ざ
、

Ｄ
Ｖ
、
老
人
・
子
供
の
虐
待
、
遺
産
相
続
、

体
罰
、
い
じ
め
問
題
、
近
所
と
の
ト
ラ
ブ
ル

等▼
随
時
人
権
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

■■場
・
■■問
山
形
地
方
法
務
局
鶴
岡
支
局
☎
22
‐

１
０
０
３

鶴
岡
市
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム　

�

支
援
事
業
補
助
金

　

市
内
に
自
己
居
住
用
住
宅
の
あ
る
方
が
、

市
内
の
業
者
に
次
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
発

注
す
る
場
合
に
補
助
金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助　

■■対
住
宅
の
機
能
ま
た

は
性
能
の
維
持
・
向
上
を
図
る
た
め
に
行
う
、

一
定
の
要
件
を
含
む
工
事
（
30
万
円
以
上
）

■■
基
本
補
助
率　

▽
移
住
・
新
婚
・
子
育
て

世
帯
…
工
事
費
の
３
分
の
１（
上
限
30
万
円
）

▽
そ
の
他
の
世
帯
…
工
事
費
の
５
分
の
１

（
上
限
24
万
円
）　

■■他
鶴
岡
産
木
材
使
用
、
福

祉
世
帯
、
多
子
世
帯
、
空
き
家
活
用
は
更
に

補
助
率
が
加
算

▼
耐
震
改
修
・
減
災
対
策
補
助　

■■対
平
成
12

年
５
月
以
前
に
建
て
ら
れ
、
耐
震
診
断
で
耐

震
性
が
な
い
と
判
定
さ
れ
た
木
造
住
宅
の
耐

震
改
修
等
工
事
・
住
替
え　

■■
基
本
補
助
率

耐
震
改
修
…
５
分
の
４
（
上
限
１
４
０
万

円
）　

減
災
対
策
…
５
分
の
４
（
上
限
30
万

円
）　

住
替
え
…
５
分
の
１
（
上
限
30
万
円
）　

▼
共
通　

■■申
▽
１
回
目
…
７
月
31
日
○金
ま
で

▽
２
回
目
…
８
月
24
日
○月
～
９
月
４
日
○金

（
申
込
者
の
中
か
ら
抽
せ
ん〈
９
月
７
日
○月
〉）　

■■問
本
所
建
築
課
☎
35
‐
１
４
２
８

が
け
地
近
接
等
危
険
住
宅
移
転

に
補
助
し
ま
す

　

崖
地
の
崩
壊
等
、
住
民
の
生
命
に
危
険
を

及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
土
地
に
建
っ
て
い
る

危
険
住
宅
を
安
全
な
場
所
に
移
転
す
る
た
め

に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。
ご

希
望
の
方
は
移
転
す
る
年
の
前
年
度
８
月
ま

で
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■■
補
助
金
額
　
▽
危
険
住
宅
の
解
体
費
用
補

助
…
解
体
す
る
住
宅
の
面
積
１
㎡
当
た
り
最

大
３
万
３
、
０
０
０
円　

▽
引
っ
越
し
費
用

補
助
…
最
大
97
万
５
、
０
０
０
円　

▽
新
た

な
住
宅
の
建
設
・
土
地
の
取
得
に
か
か
る
借

入
金
の
利
子
補
給
…
最
大
４
２
１
万
円　

■■問

本
所
建
築
課
☎
35
‐
１
４
３
２　

■■他
空
き
家
は
対
象
外
。
市
HP

危
険
空
き
家
の
解
体
に
補
助
し

ま
す

■■
補
助
対
象　　

個
人
ま
た
は
住
民
自
治
組
織

等
の
団
体
が
、
危
険
空
き
家
の
解
体
に
要
し

た
費
用
の
一
部　

■■
補
助
額　

個
人
…
解
体

費
の
40
％
ま
た
は
解
体
費
が
土
地
の
評
価
額

を
上
回
っ
た
分
の
い
ず
れ
か
少
な
い
方
の
額

（
上
限
50
万
円
。
地
域
ま
ち
づ
く
り
事
業
型

は
上
限
75
万
円
）　

団
体
…
解
体
に
要
し
た

実
費
（
上
限
75
万
円
。
地
域
ま
ち
づ
く
り

事
業
型
は
上
限
１
０
０
万
円
）　

■■問
本
所

建
築
課
☎
35
‐
１
２
４
７　

■■他
市
HP

康
課
（
に
こ
♥

ふ
る
）
☎
25
‐
２
７
３
１
へ

鶴
岡
市
春
季
消
防
演
習

■■日
５
月
17
日
○日
午
前
９
時
30
分　

■■場
小
真
木

原
公
園
南
多
目
的
広
場　

■■内
各
種
訓
練
、
ま

と
い
振
り
、
は
し
ご
乗
り
の
演
技
、
車
両
展

示
等　

■■問
消
防
本
部
警
防
課
☎
22
‐
８
３
２

０
相
談
無
料
、
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す�

行
政
に
関
す
る
相
談
は
行
政
相
談
委
員
へ

▼
市
内
の
行
政
相
談
委
員
（
敬
称
略
）

▽
鶴
岡
地
域
…
升
川
繁
敏
、
宮
島
昭
子　

▽

藤
島
地
域
…
池
田
勝
美　

▽
羽
黒
地
域
…
田

村
廣
実　

▽
櫛
引
地
域
…
金
内
秀　

▽
朝
日

地
域
…
渡
部
芳
勝　

▽
温
海
地
域
…
池
田
貴

行▼
山
形
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
（
行

政
苦
情
１
１
０
番
）
☎
０
５
７
０
‐
０
９
０

１
１
０　

▼
共
通　

■■問
本
所
市
民
課
☎
35
‐
１
１
９
４

６
月
１
日
は
人
権
擁
護
委
員
の
日
で
す�

人
権
な
ん
で
も
相
談
所

■■日
・
■■場
・
■■問
▽
６
月
３
日
○水
午
後
１
時
～
４

時
…
①
藤
島
地
区
地
域
活
動
セ
ン
タ
ー
・
藤

島
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
64
‐
５
８
０

７　

②
朝
日
中
央
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

・
朝
日
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
53
‐
２

１
１
４　

③
温
海
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
・
温

海
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎
43
‐
４
６
１

４　

▽
５
日
○金
午
後
１
時
～
４
時
…
市
役
所

櫛
引
庁
舎
・
櫛
引
庁
舎
地
域
づ
く
り
推
進
課

■■問本所建築課☎35‐1247

周囲に悪影響を及ぼす可能性のある空き家への対策を強化

　空き家には「特定空家」と「管理不全空家」があります。
■�特定空家…そのまま放置すると周囲に
　著しい悪影響を及ぼすため、放置する
　ことが不適切である状態と認められる
■�管理不全空家…放置すると状態が悪化
　し、特定空家に指定される可能性があ
　る　

　法改正により「管理不全空家」の段階で、所有者に
指導ができるようになるなど、対策が強化されていま
す。市では、今後調査を実施し、該当する空き家の所
有者に対し改善を促す「指導」や「勧告」を行います。
 「勧告」を受けた状態のまま固定資産税の賦課期日（１
月１日）を経過すると、固定資産税や都市計画税の住
宅用地特例の対象から外れ、税額が上がります。

催し等の中止・延期など、情報が変更となる場合があります。各担当課
や主催者などへのお問合せ、またはホームページ等でご確認ください。


